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3月に納めていただくのは

▽国民健康保険税（１０期）▽介護保険料（１０期）▽後期高齢者医療保険料
（９期）
※市指定の金融機関など、市役所、各出張所、ペイジー、コンビニエンス
ストアで納めてください。その他使用料などのご納付もお忘れなく。
※口座振替をご利用の方は、残高不足にご注意ください。
※納期限を過ぎると、督促状を発送します。また、延滞金を納めていただ
く場合があります。
※毎月第２・第４土曜日午前８時３０分～正午に、市役所で市税、国民健康
保険税の納付窓口を開設しています。詳しくは収納課1０４６（２５２）８０２１へ（国
民健康保険税については国保年金課1０４６（２５２）７００３へ）。
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臨時開庁日の届け出
担　当届け出

戸籍住民課
1０４６（２５２）８０８３　5０４６（２５５）３５５０

住民異動届、戸籍届出の受け付け、証明書の発行（税務
諸証明を除く）、国民年金加入者の住所変更、印鑑登録、
マイナンバーカード（個人番号カード）の交付など

健康づくり課
1０４６（２５２）７２２５　5０４６（２５５）３５５０

母子健康手帳の交付、妊産婦健診費用補助券などの交付、
出生連絡票の受理

医療課
1０４６（２５２）７２１３　5０４６（２５２）７０４３

小児・障害者医療費助成に係る住所変更、後期高齢者医
療制度被保険者の住所変更の書類受け付け

国保年金課
1０４６（２５２）７００３　5０４６（２５２）７０４３

国民健康保険・国民年金に係る手続き

介護保険課
1０４６（２５２）７７１９　5０４６（２５２）８２３８

介護保険対象者の住所変更など

障がい福祉課
1０４６（２５２）７９７８　5０４６（２５２）７０４３

タクシー・ガソリン・バス券の交付手続き、障害者手帳
の住所変更など（受け付けは、いずれも４月４日（土）
のみ）

子ども育成課
1０４６（２５２）７２０１　5０４６（２５５）５０８０

児童手当受給者の住所変更、児童ホームの入所申込など

学校教育課
1０４６（２５２）８７３９　5０４６（２５２）４３１１

転入学受け付け（受け付けは、３月２８日、４月４日いず
れも土曜日のみ）

担当　　　　　　　　　　　　予防課　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５

　市では、３月７日（土）まで春の全国火災予防運動を実施します。この

期間に合わせて防火ポスター展、市内巡回広報、住宅用火災警報器設置状

況調査を行います。なお、同期間で全国山火事予防運動、車両火災予防運

動も実施します。消火器や住宅用火災警報器の取り扱いなどを確認し、火

災予防について考えましょう。

小・中学生防火ポスター展

○と　き　３月８日（日）まで

○ところ　イオンモール座間　イベントスペース

○と　き　３月１５日（日）午前９時～午後６時（午前８時４５分から受

け付け）

○ところ　消防庁舎４階救急講習室（相武台１－４８－１）

○内　容　心肺蘇生法、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用、止血

法習得、傷病者管理、外傷の手当要領、搬送法

　※子ども連れでの参加はできません。

○対　象　市内在住・在勤・在学で中学生以上の方

○定　員　１５人（申込順）

○持ち物　筆記用具、昼食

○申込方法　３月２日（月）から電話または直接担当へ

担当　　　　　　　　消防管理課　1０４６（２５６）２２１４　5０４６（２５６）２２１５

と　こ　ろと　　　き区　分
1０４６（２５２）８４９０
（電話相談も可）

毎週月曜～金曜日午前９時３０分～正午、
午後１時～４時

消 費 生 活
（訪問販売・多重債務など）

予約制（電話可）
市役所１階相談室
※２日午前８時３０分か
ら今月分を受け付け、
いずれも定員になり次
第、締め切ります。な
お、弁護士相談は１年
度一人１回のみ（２５分
以内）、その他の相談
は一人１回につき３０分
以内とさせていただき
ます。相談される要点
をよく整理してお越し
ください。

毎月第２・第３・第４火曜日午後６時～８
時３０分
毎月第２・第３・第４水曜日午後１時３０分
～４時３０分

１０日夜
１１日　
１７日夜
１８日　
２４日夜
２５日　

弁 護 士
（ 面 談 の み ）

毎月第３木曜日午前９時３０分～１１時３０分１９日行 政
（国に対する要望）

毎月第２・第３木曜日午後１時３０分～４時
３０分

１２日
１９日

行 政 書 士
（遺言書等作成）

毎月第３火曜日午後１時３０分～４時１７日交 通 事 故

午後１時３０分～４時３０分２４日司 法 書 士
（登記・少額訴訟）

毎月第４木曜日午後１時３０分～４時３０分２６日不 動 産
（取引・契約）

毎月第２金曜日午後１時３０分～４時３０分
（１２日まで受け付け）１３日分譲マンション

（近隣・管理組合）
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午、
午後１時～５時１５分市 民 一 般

担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８２１８

1０４６（２５２）８０８７毎月第２火曜日午後１時３０分～４時１０日人権擁護委員
（近隣問題など）

市役所１階広聴人権課毎週月曜～金曜日午前９時～正午と
午後１時～５時１５分ドメステ ィ ック

バイオレンス
担当　広聴人権課 1０４６（２５２）８４８３

ふれあい会館２階会議室毎月第３木曜日午前１０時～午後３時１９日
駐留軍離職者

担当　商工観光課 1０４６（２５２）７６０４
毎週月曜日午前１０時～正午、午後１時～３時（電話のみ）

認 知 症
担当　介護保険課 1０４６（２５２）７０８４

市役所４階
４－１会議室

奇数月第３木曜日午後１時３０分～４時３０分
（予約制（電話可）。１７日まで受け付け）１９日社 会 福 祉 士

（成年後見制度）
担当　福祉長寿課 1０４６（２５２）７１２７

市役所１階
障がい福祉課

毎週月曜・火曜・木曜日午前１０時～正午と午後１時～
３時（予約制（電話可））ぽむ出張相談毎月第３木曜
日午前９時、１０時３０分（各一人で予約制（電話可））

障 が い 者
就 労 支 援

担当　障がい福祉課 1０４６（２５２）７１３２
市役所１階生活援護課毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時自立サポート

相 談 担当　生活援護課 1０４６（２５２）８５６６
市役所２階子ども政策課

1０４６（２５２）８０２６
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～正午と
午後１時～５時１５分（電話可）　担当　子ども政策課児 童

市役所２階子ども育成課毎週月曜～金曜日午前９時３０分～１１時３０分と
午後１時～４時（予約制（電話可））ひとり親家庭

担当　子ども育成課 1０４６（２５２）７２０１
青少年センター１階
青少年相談室毎週月曜～金曜日午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室 1０４６（２５６）０９０７

市役所５階教育研究所毎週月曜～金曜日午前１０時～午後４時教 育
毎週月曜～金曜日午前８時３０分～午後６時（電話のみ）子どもいじめ

ホットライン 担当　教育研究所 1０４６（２５９）２１６４
毎週月曜～金曜日午前９時～正午 市役所５階教育指導課
午後１時～４時（予約制（電話可））　担当　教育指導課 1０４６（２５２）８７３２

就 学
（障がい児対象）

3月の相談日（祝・休日を除く）※相談はいずれも無料です。

　令和元年７月に京都市で発生した放火事件を受けて、関係省令が改正さ

れました。携行缶でガソリンを購入する際に、本人確認（身分証の確認な

ど）と使用目的の確認が必要になりましたのでご注意ください。

担当　　　　　　　　　　　　予防課　1０４６（２５６）２１８７　5０４６（２５６）３２２５
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 春の全国火災予防運動 

「「ひとつずつ いいね！で確認 火の用心」ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」
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◆住宅用火災警報器の設置と点検を

　住宅火災での逃げ遅れでは死亡などの重大な被害が発生します。こ

のような被害を防ぐため、熱や煙を感知し、音や音声などによって火

災を知らせる「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。

◆電池切れの確認を

　住宅用火災警報器設置の義務化から１０年が経過しました。あらため

て電池の確認をしましょう。

◆悪質な訪問販売にご注意を

　消防署の職員が消火器や住宅用火災警報器の販売を行うことはあり

ません。悪質な訪問販売にご注意ください。

※住宅用火災警報器の設置基準などについては担当へお問い合わせく

ださい。
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